
（２０２４年１月３０日現在適用中） 

 たいこうマイカーローン  (Ｗｅｂ完結型・来店型) 
 

 

 

 

                                            （かんそうしん・たいこうカード保証付） 

 １．ご利用いただける方    

  「たいこうマイカーローン」を申込みいただける方は、次の基本資格のすべてに該当される方となり

ます。 

※ 基本資格 

(1) 年   齢    申込時の年齢が満１８歳以上、完済時満７５歳以下であることが必要です。 

(2) 居 住 地    いずれか一方が取扱店の営業区域内にあることが必要です。 

  勤 務 地 

(3) 居住年数    現住所で原則１年以上居住していることが必要です。 

(4) 勤続年数    勤労者の方は、現勤務先で原則１年以上勤務していることが必要です。 

   営業年数    自営業者の方は、現職業で原則２年以上営業していることが必要です。 

                 ただし、保証能力のある家族または第三者等１名を保証人にできる場合は、勤続１ 

                   年未満であっても申込みをお受けします。 

        （新卒者および自営業に従事する新卒者を含む｡） 

                （注）会社役員の方は勤労者の中に含むこととしますが、資本金（出資金）が 

                   １，０００万円以下の企業の役員の方は自営業者の扱いとなります。 

(5) 年  収   勤労者の方、自営業者の方とも、前年の税込年収が原則２００万円以上であることが

必要です。 

                 

(6) 保  証    当行指定の保証会社の保証が得られる方。 

(7) 保 証 人      ①勤続年数、営業年数が基準に満たない場合、保証能力のある家族または第三者等１ 

           名の保証人が必要となります。 

②返済能力で収入合算した場合、収入合算した同居家族の方は連帯保証人となってい 

  ただきます。 

 

 ２．お使いみち  

(1) 自動車(新車、中古車)、自動二輪、原付、電動二輪、自転車、トライク(三輪バイク)、家庭用除雪

機、海洋レジャーボート、スノーモービルの購入資金等、及び付帯するパーツ等の購入資金 

    ※営業用車の購入およびそれにかかわる費用は対象外です。 

(2) 部品、カーアクセサリー費用 

(3) 車検、点検、修理費用 

(4) 自動車運転免許取得費 

(5) ガレージ・車庫の設置・建築費用 

(6) 保険、税金費用 

(7) 他金融機関等でご利用中のマイカーローンのお借換え資金 
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 ３．ご融資金額  

    １０万円以上２，０００万円以内（１万円単位） 

  ※ご融資金額が１，０００万円超の取扱いはかんそうしん保証とし、購入車両は正規ディーラーから

の購入に限定します。 

 

 ４．ご返済期間  

    １０年（１２０ヶ月）以内（１ヶ月単位） 

 

 ５．ご融資金利   

  変動金利型（短期プライムレート） 

※借入後の金利は、当行の短期プライムレートを基準金利として、基準金利の変更に伴って基準金利

の変動幅と同一の幅で引き上げ、または引き下げられます。新利率適用の開始は、当行の短期プラ

イムレート変更日以降最初に到来する利息支払日の翌日からとします。 

 金利について詳しくは、窓口でお問い合わせください。 

 

 ６．ご返済方法・ご返済日            

(1)  借入人名義の預金口座から、自動支払いによる元利金均等の月賦返済とします。 

(2) 半年（６ヵ月）毎の増額返済併用の場合、その返済部分を借入金額の５０％以内とします。 

(3) 返済日は毎月一定の日とし、３日、８日、１３日、１８日、２３日の中のご希望の日を選べます。 

 

 ７．ご返済額  

  窓口にお申し出ください。お申し出の条件により、返済額を試算させていただきます。 

※ ホームページでも返済額のシミュレーションができます。 

    ＜たいこうホームページ＞ https://www.taikobank.jp/ 

 

 ８．ご用意いただくもの     

申込みにあたって、次の書類をご提出いただきます。 

(1) 本人確認書類 

   運転免許証等 

(2) 次の年収確認書類 

  ① 勤労者の方………源泉徴収票または、所得証明書などの公的証明書 

  ② 自営業者の方……確定申告書（税務署受付印のあるもの）、または所得証明書などの公的 

            証明書 

  ③ 新入社員の方……直近の給与明細または初任給の判る資料 

(3) 資金使途の確認資料 

  ① 自動車購入の場合                         

    契約書または注文書等、購入金額の判る業者作成の書類 

  ② 資金使途が自動車購入以外の場合   

    請求書または領収書（または振込票の控え）、残高がわかるものおよび返済の履歴（お借換えの場

合）等                    
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 ＜当行が契約している指定紛争解決機関＞ 

全国銀行協会 

連 絡 先 ： 全国銀行協会相談室 

電話番号 ： 0570‐017109 または 03‐5252‐3772 


